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１．空家に関する指導等

○ 管理不全空家等及び特定空家等に
対する助言・指導・勧告等の流れは
左図のとおり。

○ 特定空家等に対する勧告の実施前
に，柏市空家等対策協議会（部会）
に諮り，個別の案件に対して現地調
査を実施した上で意見を得て勧告を
実施している。

〇 平成２９年４月に空家法に基づく
行政代執行を１件実施している。
（南柏）
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１．空家に関する指導等

令和７年度（１２月末まで） 令和６年度

現地調査 ３１６件 ３１０件

お知らせ文 １９３件 １７２件

助言文 ３２件 ３３件

指導文 ４件 １７件

勧告 １件 ４件※

緊急安全措置 １０件 ６件

○ 市では，市民からの通報等に基づき，毎年３００件超の現地調査を実施。現地調査に基づ
き，実際に管理が不全な場合には「お知らせ文」により，適切な管理を働きかけ。

○ 管理状況が悪く，所有者が対応しない場合については，空家法に基づく助言・指導・勧告
を年間で各数件～３０件程度実施。なお緊急の場合は，市が自ら安全措置を実施。

※所有者変更に伴う再勧告１件含む
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１．空家に関する指導等
緊急安全措置の例 １ 【屋根板の固定】

○ 繰り返しの助言文の送付，所有者訪問も行い「売却も視野に検討している」等の発言があ
るものの，放置が続いている。

○ 強風等により屋根板の破損拡大・飛散等のおそれがあることから，柏市空家等適正管理条
例第１１条に基づき，市が自ら緊急安全措置として屋根板の固定を実施。

写真 写真
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１．空家に関する指導等
緊急安全措置の例 ２ 【ハチの巣の駆除】

○ 建物所有者が近隣に居住しておらず，速やかな対応が困難な状況。
○ 危害を回避するため，柏市空家等適正管理条例第１１条に基づき，市が自ら緊急安全措置
としてハチの巣の駆除を実施。

写真 写真
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平成２８年度 平成２９年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

勧告件数の内訳

変化なし 解決

1予定

２．勧告を実施した特定空家等のその後の経過について

■ 平成２９年度以降合計２２件の勧告を実施。そのうち，１１件については解決（解
体・更地１０件，修繕１件）することができた。

■ 一方で，１１件は状況に変わりなく，引き続き働きかけていく。
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２．勧告を実施した特定空家等のその後の経過について

■解決事例１（令和３年度勧告実施）

写真 写真
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２．勧告を実施した特定空家等のその後の経過について

■解決事例１（令和５年度勧告，６年度所有者変更に伴う再勧告実施）

写真 写真
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３．令和７年度空家等対策協議会部会の開催について

■部会とは

特定空家に対する勧告以上の強い指導を行う検討段階において，市の判定
について協議し，勧告相当か判断するための助言等を頂くことを目的として
開催している。

市が事前判定した判定表を基に現地調査を実施（判定表の加筆・修正・補足等）
専門的知見から再判定した結果を協議
勧告相当か判断し，市職員にて勧告措置を実施

「空家判定表」を

用いた現地調査
判定協議 勧告相当か判断
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３．令和７年度空家等対策協議会部会の開催について

■令和７年度空家等対策協議会部会

日程：令和７年１０月２４日(金)

委員：５名(各専門家)

現地調査：２箇所

議案：●特定空屋等に対する勧告措置
⇒(結果)空家２件について
勧告相当であると判断
●空家等判定表の運用
⇒(結果)職員が事前判定した
判定表を基に再判定する

写真
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３．令和７年度空家等対策協議会部会の開催について

■勧告に向けた手続きの状況

〇勧告相当と判断された空家２件の所有者等に対し勧告を予告する指導文を
送付
(R７．１１月)

〇１件は所有者から連絡があり，対応の意思を示したため，勧告を保留

〇１件は措置の期限を経過しても連絡がなく改善が見られないため，勧告を実
施
(R８．１月)

〇固定資産税の課税課に対し勧告情報を共有
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４．空家相談会の開催について

■令和７年度空家相談会
日程：令和７年１１月２５日（火)
場所：柏市役所 分庁舎２ 相談体制：住宅政策課職員が受付

広報
「広報かしわ」に掲載
「柏市オフィシャルウェブサイト」に掲載
空家指導文にチラシを同封

他団体との連携
「柏住宅リフォーム相談員協議会」が実施する
「住宅リフォーム相談会」と同時開催

成果
２名の相談
・相続前の実家の相談
・相続した家屋の利活用
・リフォームした場合の概算
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5．空家等対策計画に関して

指標名 指標の説明
現況 中間目標

令和７年１２月末時点 令和９年度末

相談窓口の整備 相談窓口の整備・運用状況 令和７年度の空家相談員制度の活用件数：１件
空家相談員制度の活用
（相談実績2件/年）

体制の整備
多岐にわたる空家等の問題を解決するための体
制の整備状況

関係部局との連携を継続（都市部・環境部・土木
部・消防局）

協力体制の継続

特定空家等の判断
基準の整備

特定空家等の判断基準の整備状況
管理不全空家等の判断基準を整備し，特定空家等
の判定に運用

法改正等の際に必要に応じて見直
し

地域団体との連携
地域団体（町会・自治会）と連携し，空家等の
発生の前段階で情報提供や，空家等に関する情
報共有の仕組みの整備状況

町会からの情報提供：令和７年度７件
地域団体との連携体制の継続，職
員等を派遣し，空家予防等啓発に
努める（5年間で10件）

財産管理人（清算
人）制度の活用

所有者や相続人が不明な場合に，家庭裁判所が
選任した財産清算人が空家の保存や処分を行う
制度

令和７年度の財産清算人申立件数：３件
相続財産清算人や所有者不明土
地・建物管理人制度をケースに応
じて申立（5件/年）

相談会の開催
空家等の所有者等や相続予定者を対象とした相
談会

令和７年度の相談会開催：１回（２名に対応）
相談会の開催
（4回/年）

空家等活用への支
援

空家等の，公益的施設として活用，子育て世帯
の活用に対する支援

おうち活用事業補助金 交付決定１件
整備済み制度の運用，利用件数の
増加
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5．空家等対策計画に関して

※一度の相談で複数の相談内
容を含むため，図の件数合計
は１７件を超えています

１５件

２件1件

４件

３件

１件

相談内訳

売却 遺産分割協議

リフォーム 相続登記

賃貸 その他(耐震・住宅診断)

■相談窓口の整備：専門家団体との連携（空家相談員制度）

・平成３０年度から実施
・相談員制度の利用は累計１７件
・令和７年度は現時点で１件の制度利用有
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5．空家等対策計画に関して

環境部

・空き地の相談
・不法投棄等や廃棄物
・アライグマやハクビ
シン等の害獣に関す
ること（罠の案内，

動物の死骸の処理等）

消防局

・市民に被害が及ぶこ
とが予想される空家
等の緊急安全措置の
実施

都市部内
（建築指導課・住環境再生課等）

・危険なブロック塀に
関する指導，建築要
件等の確認

・住環境再生課が開催
したカシニワおうち
活用講座での空家に
関する説明等

土木部

・道路へ越境した草木
の対応

・道路上にある空家等
に関連する残置物等
の撤去等

■体制の整備：庁内関係課との協力体制

写真

写真

写真

写真



21

5．空家等対策計画に関して

今年度申立案件事例
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県内市町村の相続財産清算人申立 累積件数

・相続放棄や相続人不存在等で所有者が不在となった空家等，相続財産清算人の申立を毎年５件程度実施
・令和７年度においては３件の申立を実施済み
・柏市の相続財産清算人の申立累計件数は県内トップ

■財産管理人（清算人）制度の活用

■地域団体との連携

・町会で把握している空家リストの市への情報共有
→当課で現地調査し必要があれば所有者へ通知送付

写真写真
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5．空家等対策計画に関して

町会や地域団体から依頼があった際に，出前
講座「個人でできる空家対策」として，住宅
政策課の職員を派遣，空家化の未然防止につ
いての講座を実施。
今年度は依頼なし。

空家等所有者に向けた相談会（売却，相続登
記，リフォーム，賃貸等）やセミナー（空家
の管理や長期の空家化未然防止のための選択
肢，空家に係る各種制度の案内など）の実施
を開始。
今年度は２件の相談受付。

出前講座

相談会

■相談会の開催
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5．空家等対策計画に関して

■空家等活用への支援

空き家活用補助金

R7年度おうち活用事業補助金 交付決定 １件

・近隣住民を対象に，多世代が交流できる場を提供
する施設を整備するための空き家改修費用に対す
る補助

・対象物件隣接地のゲートボール場が開発により集
合住宅となったことを契機に，活動していたシニ
ア層の新たな交流の場として整備し，主にイベン
トや集会を予定

・対象物件所在地：旭町８丁目

・交付決定額：1,797,000円

・現在改修工事中

【参考】R6年度実績
・施設名：『古民家やご』（所在地：藤心）
・交付額：2,873,000円
・活動内容：様々な世代に学びと交流の場を提供，子供
からの大人まで楽しめるワークショップなどを開催

↓【例】夏休み期間中に小学生を対象に，ものづくりや収
穫体験の他，宿題したり遊んだり自由な時間を過ごす
イベントを実施

写真 写真
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